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午前１０時 開会 

○田畑委員長 皆さん、おはようございます。委員

各位におかれましては、御参集をいただきまして、

ありがとうございます。 

 ただいまから令和元年度予算審査特別委員会を

開会いたします。 

 本日の案件につきましては、本会議において本

特別委員会に付託されました議案第９号「令和元

年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第10号）」

から議案第11号「令和元年度大阪府泉南市介護保

険事業特別会計補正予算（第５号）」の計３件に

ついて審査いただくものでありますので、委員各

位におかれましては、よろしくお願い申し上げま

す。 

 なお、本特別委員会に付託されました議案につ

いては、委員会付託事件一覧表としてタブレット

に掲載いたしておりますので、御参照いただきた

いと思います。 

 それでは、議案の審査に先立ち、理事者から挨

拶をお願い申し上げます。 

○竹中市長 おはようございます。委員長のお許し

をいただきましたので、令和元年度予算審査特別

委員会の開会に当たりまして一言御挨拶を申し上

げます。 

 田畑委員長さん初め、委員の皆さん方には、日

ごろから市政各般にわたり、深い御理解と御協力

を賜っておりますことに対しまして、厚く御礼を

申し上げます。 

 さて、本日の委員会は、令和２年第１回定例会

におきまして付託されました議案第９号、令和元

年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第10号）か

ら議案第11号までについて御審査をお願いするも

のでございます。何とぞよろしく御審査をいただ

き、御承認を賜りますよう、お願い申し上げまし

て、簡単でございますけれども、挨拶とさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○田畑委員長 よろしくお願いします。 

 なお、本日、会議の傍聴の申し出がございます。

傍聴の取り扱いについて、この際御協議をいただ

きたいと思います。会議の傍聴につきまして、御

意見等ございませんか。――――それでは、傍聴

者の入室を許可いたします。 

 〔傍聴者入室〕 

○田畑委員長 これより議案の審査を行いますが、

議案の内容につきましては、本会議において既に

説明を受けておりますので、これを省略し、質疑

から始めたいと思います。 

 職員の皆さんは、もう的確に質問を聞いて、的

を射た答弁、できるだけ努力をしてください。よ

ろしくお願い申し上げます。 

 質疑から始めたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○田畑委員長 御異議なしと認めます。よって審査

の方法については、提案理由並びに内容の説明を

省略し、質疑から始めることに決定をいたしまし

た。 

 それでは、これより議案の審査を行います。 

 初めに、議案第９号「令和元年度大阪府泉南市

一般会計補正予算（第10号）」を議題とし、質疑

を行います。質疑はありませんか。 

○澁谷委員 おはようございます。何点かお聞きい

たしたいと思います。よろしくお願いをいたしま

す。 

 まず、歳出のほうで何点かあります。 

 泉南清掃事務組合負担金のいわゆる減額ですか、

この6,550万6,000円、この内容というのか、減額

の理由ですか、これを教えてください。 

 それから、自転車ネットワーク計画策定業務の

委託料、これが減額になっております。これにつ

いても、なぜでしょうか、その理由を教えてくだ

さい。 

 それから、都市計画道路、これは砂樫線ですね、

これの設計委託料は増額になっておりますが、あ

との測量・調査等委託料、それから物件調査委託

料、用地購入費、それから補償金、これに関して

は減額になっております。それぞれの、これを差

し引いてこの総体で2,800万の減額ということな

んでしょうけれども、それぞれの増額と減額の金

額を教えてください。 

 それから、障害児の介助員等配置事業のこの減

額420万、これに対しても減額の理由を教えてく

ださい。 

 それから、中学校の給食提供事業委託料の減額、



 

-2- 

これについても教えてください。 

 それと、学校園、これは幼稚園ですが、管理・

運営事業の320万円、障害児加配教員のことです

けれども、これに関しての減額の理由も教えてく

ださい。中身を教えてください。 

 それと、留守家庭児童会の運営事業600万、こ

の減額に関しても同じです。 

 あと２点、プレミアム付商品券について5,100

万円の減額ですが、最終報告を教えてください。

もう２月29日で一応終了されていると思いますが、

これは一般質問で岡田議員のほうからも詳しく、

るる以前質問があったと思うんですけれども、最

終的にどうなったかということを教えてください。 

 パスポート交付金の増額につきましても、21

万7,000円、本庁舎で発行ができるようになって

から何人ぐらいの方が利用されたか。また、その

中身に関しても増額、何人の方ということですか

ね、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○田畑委員長 全部で９点、誰からいきましょう。

マイクのリレーをあんじょうやって。 

○竹本清掃課長 泉南清掃事務組合負担金の減

額6,550万6,000円の件でございますが、まず運営

委託料の落減、大まかに落減でございます。 

 それとあと、予備費として平成29年の台風被害

に伴う復旧費用に充てるために、予備費として確

保していたけれども、使う予定がなかったという

ことで、今年度減額補正という形で、大まかな内

訳はそういった形でございます。 

 総額6,550万6,000円と、そういうことで聞いて

おります。 

 以上でございます。 

○田畑委員長 竹本課長、ポテトチップスをポテチ

と略しているのと一緒で、落札減、落減じゃわか

れへん。 

○竹本清掃課長 ごめんなさい。申しわけございま

せん。 

○田畑委員長 次は誰。 

○桐岡教育総務課長 中学校給食費の提供事業の減

額の理由でございますけれども、中学校給食につ

きましては、１食単価で委託契約をしております

ので、当初予算に計上しておりました中学校の生

徒数と、実際の提供した生徒数の減少に伴いまし

て、給食数の提供が減少しておりますので、今回

実際の給食の提供数、減った分について減額する

ものでございます。 

 以上です。 

○市川都市政策課長 自転車ネットワーク計画策定

業務委託料でございますけれども、こちらは当

初845万4,000円で計画しておりましたが、社会資

本整備交付金のほうが単年度事業ということで、

採択されなかったので、最終的に445万4,000円の

減額となっております。 

 内容につきましては、直営でできるところを直

営でするという形で事業は進めております。 

 以上でございます。 

○伊藤都市整備部次長兼道路課長 都市計画費

の2,800万円の減額の件ですけれども、設計委託

料の増額といたしまして、今年度、橋梁や河川改

良の設計を行っておりまして、その中で、道路線

形設計委託も行っていまして、現道の一丘小学校

部分との接続の部分について設計のほうを増額い

たしましたので、その分が増額となっております。 

 あと、測量・調査等委託料については、用地購

入費との関係で、用地購入部分が減ったと。これ

は予算との関係なんですけれども、そこの部分分

けしているところの用地買収まで至らなかったと

いうことで減額させていただいております。 

 物件調査委託料については、補償金ということ

でちょっと物件の交渉をしなくてはならないんで

すけれども、それもそこまで至らなかったという

ことで、減額させていただいております。 

 以上です。 

○高山市民課長兼健康福祉部参事 パスポートなん

ですけれども、この２年半の発行で約3,600件と

なっております。 

 以上です。 

○西本生涯学習課長 留守家庭児童会の臨時職員の

賃金の減額ですけれども、こちらにつきましては、

加配の職員、障害児に対する加配職員が想定数よ

りも下回っておったということでの減額となりま

す。 

 以上です。 

○岩崎学務課長 ２点回答いたします。 



 

-3- 

 障害児介助員等配置事業の420万円の減額につ

きましては、本年度34名を見込んでおりましたと

ころ、３名欠員がございました。ですので、その

賃金の減額となってございます。 

 もう１点でございますけれども、学校園管理運

営事業の320万減額ですが、幼稚園におきまして

障害児加配の教員賃金、預かり保育賃金の減額に

つきましては、これも幼稚園現場におきまして１

名の欠員がございました。 

 以上でございます。 

○濱本生活福祉課長兼総務部参事 プレミアム付商

品券の最終報告ですが、まず申請者のほうですけ

れども、総数8,778名の方が申請に来られていま

す。そのうち子育て世帯の方が、子どもの人数で

すけれども1,496名で、非課税者の方が7,282名と

なっております。非課税者の方の申請率は47％と

いうことになってございます。 

○岡市民生活環境部参事 私のほうからは、プレミ

アム付商品券の販売数及び登録事業者数について

お答えいたします。 

 まず最初に、プレミアム付商品券の販売数でご

ざいますけれども、こちらは１月末で販売が終了

しております。１冊500円の商品券10枚セット、

これが１冊になっておりまして、こちらが合計３

万1,970冊を販売しております。 

 続いて、利用可能社数、登録事業者数なんです

けれども、こちらは227店鋪というふうな形にな

っております。 

 以上です。 

○澁谷委員 ありがとうございました。全部いきま

したかね。 

○田畑委員長 はい、いきました。 

○澁谷委員 ありがとうございます。清掃のほうは

わかりました。これは予備費として、台風のとき

に、予備費としてとっていたけれども、それを使

わなくなったのでということですけれども、幾ら

とっておられたのでしょうか。金額がわかりまし

たら教えてください。 

 それと、この自転車ネットワークのこの事業そ

のものが、私もこれが議案で上がったときに、内

容の説明を聞いて質問したと思うんですが、その

ときは自転車を使っての市内の交流を何とかかん

とかと言われたんですけれども、ちょっとこの事

業の内容ですか、それを教えてもらえますか。 

 この委託料の減額というのはわかりました。直

営ができるところは直営でということで、その分

が減額したということなんですけれども、今、進

捗状況というのはわかりますかね。どういうこと

を今最終的になったのかということが、ちょっと

わからないので、教えてください。 

 都市計画のこれは一丘との接続の部分というこ

とでわかりました。 

 それと、幼稚園の管理運営事業ですが、今１名

減になったので、この減額になっているというこ

とですが、この１名減額、これはリバーだと思う

んですけれども、違ったら教えてください。 

 今、足らないということで、そのままでやられ

ていると思うんです、この幼稚園で障害児の加配

教員の賃金が減ったということは、そういうこと

だと思うんですが、これの影響というのか、今後

どうされるかということについても、教えてくだ

さい。 

 それから、学校給食は実際の子どもの人数が減

ったからということでということですが、今回の

この補正には関係ないかもわかりませんけれども、

このいわゆる学校給食は今停止していますよね。

小学校も中学校も、これに関して、父兄には給食

代を返還されるんでしょうけれども、その金額と

いうのはどのぐらいになるかというのは、わかり

ますか、返還される金額というのがわかったら教

えてください。 

 以上です。 

○田畑委員長 答弁は。 

○岩崎学務課長 失礼いたします。幼稚園の臨時職

員の賃金、１名欠員につきましては、私どもも募

集をかけております。フェイスブック等を通じま

して、広く今現在の先生方のお知り合いも通じて

広く募集をかけているところでございますので、

引き続き人を見つけていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○竹本清掃課長 予備費の部分でございますけれど

も、台風被害で財源確保した金額というのが、私

どもで聞いている金額は3,281万7,000円という金

額でございます。 
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○桐岡教育総務課長 学校の臨時休校に伴います給

食の停止の給食費の返還ですけれども、停止の日

が３月２日からということでございましたので、

学校においては、まだ給食費を集めていないとい

う状況もございました。 

 ですから、金額のほうはわかりませんけれども、

確実に小学校６年生と中学校３年生、卒業する方

につきましては、現在返す方向で、集めた分に関

しては返却の手続をとっておりまして、それに係

る総額については、今現在集計中でございます。 

 以上です。 

○市川都市政策課長 自転車ネットワーク計画でご

ざいますけれども、自転車活用推進法というのが

できまして、自転車活用推進計画というのが、国

のほうは平成30年につくられまして、大阪府のほ

うが昨年12月に策定されました。 

 自転車活用推進計画というのは、ネットワーク

計画を含めた計画になっておりまして、泉南市の

ほうといたしましても、全てを含んだ活用推進計

画という形で、現在作業を進めております。 

 内容につきましては、自転車交通の役割を拡大

する良好な都市環境とか、活力のある健康長寿社

会の実現、それから観光立国への実現、それから

事故のない安全な社会の実現ということを目標と

して計画を策定中でございます。 

 この策定につきましては、活用推進計画の協議

会を設けておりまして、道路管理者である大阪国

道事務所、大阪府岸和田土木事務所、それから市

の道路管理者、福祉とか観光とか多岐にわたりま

すので、庁内の各部長に出席していただきまして、

策定中でございます。 

 現在、これからアンケートをさせていただこう

と思っておりまして、今現在アンケートを作成し

ております。予定よりちょっと内容の組み替えと

かしておりましたので、この中にもあるんですけ

れども、ちょっと繰り越しさせていただいて、こ

としの夏を目標に計画を策定したいと考えてござ

います。 

 以上でございます。 

○澁谷委員 ちょっとよくわかれへん、自転車活用

推進計画というのは、自転車を活用、市民の方に

ということですかね。観光とかそういうのは全然

全く関係ないんですか、前のときは何か観光にそ

の自転車を利用してというような話だったので、

それはちょっと泉南市、高低差があるから、自転

車で観光する地形ではないですよね、不向きです

よねみたいな私は質問をしたことがあるんですが、

ではなくて、その観光は関係なくて、市民の方が

この自転車を活用して、どんどん健康になりまし

ょうみたいな。 

 その直営で何を、直営でアンケートを作成され

て、ちょっと何かボワッとしてよくわからへん。

この計画自体の目的は今言わはりましたけれども、

実際にどういうことを今されている、されようと

してはるのかということが、ちょっともうひとつ

つかめないです。すみません、教えてください。 

 あとは、先ほど障害児の加配教員の賃金の質問

をしたときに、これは私は学校、幼稚園の管理運

営事業ですので、リバーと言いましたけれども、

リバーじゃないですよね。幼稚園ですね。どちら

の幼稚園か、その１名というのがわかったら、足

りていないの、「くすのき」か「あおぞら」です

よね、泉南市の幼稚園は、それがもしわかったら

教えてください。 

 以上です。 

○田畑委員長 他市の前例とか言うたらわかりやす

いのと違うか。 

○市川都市政策課長 他市の前例ですけれども、余

りまだ大阪府下のほうでは進んでいなくて、泉南

市のほうが結構進んでいるというか、先駆けてち

ょっとやっているところもあるんですけれども、

実際自転車活用推進計画で、先ほど委員がおっし

ゃったように、観光も当然入っていまして、国に

は４つの目標があります。 

 １つ目は、当然安全な自転車の通行に関するこ

とがあります。 

 それから、観光、サイクルツーリズムによる観

光というのもあります。 

 自転車に乗ることによって健康になっていただ

きたいというところもあります。 

 もう１つが、自転車を使うことによって、二酸

化炭素とかが減りますので、良好な都市環境が形

成されるというふうな、この４点を目標に進めて

おります。 
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 アンケートですけれども、市民の方にアンケー

トをとらせていただいておるというのは、自転車

の保険の関係とか、自転車に乗って危ないところ、

それから泉南市の場合、結構自転車を使う方が少

ないので、なぜ使わないかという理由ですね。 

 どの路線をよく通るかというのを調べまして、

今、堺市に行くとよくあるんですけれども、青い

ラインで自転車のマークが入った自転車専用通行

帯、そういうようなところをどの道路に整備した

らいいのかとか、自転車専用道路をどこにつけた

らいいのかというのを調べるというか、調査して、

この計画の中で位置づけて、今後道路管理者、そ

れから交通管理者と協議しながら進めていくとい

うふうな事業でございます。 

○岩崎学務課長 欠員となっておりますのは、くす

のき幼稚園でございます。 

 以上でございます。 

○澁谷委員 ありがとうございました。その目的、

今の極力私も家が近いので、自転車で来れたら来

るように頑張っていきたいと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○田畑委員長 次は、誰にいきましょう。ございま

せんか。 

○和気委員 まず、68ページの教育費、国庫補助金

の中で情報通信ネットワークのこの補助金が出て

いるんですが、この内容について教えていただき

たいというふうに思います。 

 それから、69ページ、土木費、砂川樫井線、こ

れの事業、先ほど言ったかわからないですけれど

も、減額の理由。 

 また、70ページの教育債3,800万、これはこの

施設整備、何をするのか、教えてください。 

 それから、72ページの退職手当金が出ています

が、これは退職される方、何人分なのか。 

 それから、先ほどプレミアム付商品券のことで

質問がありましたけれども、このかなりの減額に

なっていますが、パーセントからいけば47％、も

うちょっと上がるかというふうに思いますが、そ

の要因は何なのか。 

 本当に困っていて、これは対策をとったわけで

すから、なぜここだけ減額にならざるを得なかっ

たのか、それがわかれば教えてください。 

 それからあと、77ページの民間保育所等支援の、

これも減額になっていますが、その点。 

 それから、83ページの砂川樫井線新設、和泉砂

川駅周辺整備、これも減になっていますが、その

点を教えてください。 

 それから、77ページ、国民健康保険の約6,400

万4,000円の繰り入れですが、これについては、

平成29年度、30年度、31年度の繰入額ですね。一

般会計からの繰入額を教えてください。 

 以上、お願いします。 

○濱本生活福祉課長兼総務部参事 プレミアム付商

品券の最終減額の主な理由ですけれども、このプ

レミアム付商品券は、去年の１月に決定されて、

府のほうから２月に市町村のほうに説明会がござ

いました。 

 直ちに実施するということで、府下の市町村ほ

ぼ４月からの実施ということで、当初の見込み数、

対象者の見込み数について、前回の臨時福祉給付

金をもとに、参考に対象者を抽出しました。 

 その差額、１万8,500人ということで、その想

定で今回当初予算を計上しましたが、結局対象者

が非課税者が１万7,000のところを１万6,177名で、

子どものほうが1,500名のところ1,196名というと

ころで、対象者の見込みがちょっと多くなったと

いうことでの減額ということになってございます。 

 以上です。 

○桐岡教育総務課長 情報通信ネットワークにつき

ましては、国が進めますＧＩＧＡスクール構想に

基づきまして、市内14校の小・中学校の全ての教

室と体育館において通信ができるように、ケーブ

ルとそれからアクセスポイント等の必要設備のほ

うを整備する内容となっております。それに係り

ます設計委託料と工事の請負費を新規計上するも

のでございます。 

 以上です。 

○西村保険年金課長 国保のほうから繰入金の３カ

年の金額をということですけれども、平成29年度

におきましての一般会計からの繰入金額が6,000

万円で、平成30年度も同じく6,000万円で、令和

元年度ですが、こちらは5,000万円、これだけ一

般会計のほうから、この件に関して繰り入れをい

ただいております。 
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 以上です。 

○伊藤都市整備部次長兼道路課長 私のほうからは、

府補助金472万5,000円の減額の部分についてです

けれども、こちらは先ほど2,800万円の減額理由

とともに、2,800万円の減額についての設計委託

料の増額と、これは事業としての設計委託料とし

ては増額しておりますけれども、社会資本整備総

合交付金の内示との関係で、府補助金として、予

算としてはもっと持っていたんですけれども、そ

れ以上の設計をすることができなかったというこ

とで、府の補助金も減らしたということです。 

 砂川樫井線の延伸部分については、大阪府と共

同事業となっておりますので、一般財源の持ち出

しの分の半額補助ということで、この入が入って

きているということで、大阪府の予算に合わせて

とっていた分が減額されたということでございま

す。 

 以上です。 

○石谷保育子育て支援課長 施設等利用給付費の減

額になっております。幼児教育・保育無償化に伴

う費用として計上していたんですけれども、認可

外保育施設、預かり保育、一時預かり、幼児保育、

ファミリーサポートセンターにつきまして、当初

といいますか、無償化が始まる前に利用数を見込

んでいたんですけれども、実際のところ、認可外

保育施設の利用について、かなり少なかったとい

うことと、あと一時預かり、幼児保育、ファミリ

ーサポートセンターについても、実績のほうがほ

ぼない状態でしたので、この金額のほうを減額さ

せていただくことになりました。 

 以上です。 

○竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用

室参事 私のほうからは、退職金に関する質問に

答えさせていただきます。 

 今回、補正で上げさせていただいたのは、９月

の補正後、新たに発生した５人分の退職金になる

んですけれども、ちなみに今年度１年間では定年

退職を含めて17名が退職となっています。 

 以上です。 

○和気委員 まず、この教育費の部分なんですけれ

ども、この通信ネットワークの部分では、ケーブ

ルという形で、これから使われることの設備、ま

た工事ということですが、聞くところによると、

何かＬＡＮとかやったら健康、子どもたちにとっ

てＬＡＮは何か受けることもあるということでお

聞きしたんですが、今は有線ＬＡＮというんです

か、それがいいという形の、何かそういうのも聞

いたことがあるんですが、その点は心配ないのか

どうなのか。 

 それからあと、そのプレミアム付商品券のこと

なんですが、これについては、見込みが多かった

ので、現実的には減額になっているのは、見込み

違いやったということでおっしゃっておられまし

たが、本当に必要な方々が、しっかりとこれを利

用されて、生活的に安定というか、それを使えた

かどうかというのはどうなんですか。 

 本当に対象の方々が、しっかりとそれを利用さ

れたのかどうなのか、その辺の把握はされている

のかどうなのか、その点をお聞かせください。 

 それから、民間保育園、認可外ということです

が、無償化によっても、まだこの子どもたちの待

機というのはないということになるんですかね。

その認可外の保育所も利用が少ないということで

すので、待機児童はないということで考えたらよ

ろしいんでしょうか。 

 それから、国保の件なんですが、ということは

平成29年度、30年度は6,000万で、あと今年度

は5,000万ということですが、その前は4,000万と

か3,000万、ずっと前はあったと思いますが、そ

ういった形で、赤字解消のために苦肉の策で、や

っぱりこれは繰り入れという形で対応されてきて

いるというふうには思いますが、今回のこの

約6,400万プラスしていくわけですから、１

億1,400万ぐらいの総額になりますが、補正を入

れますとね。 

 ということは、今回のこの計算ミスとか、いろ

んなこういうのがない場合やったら、このままい

けば、普通にいけば6,000万から5,000万円を毎年

ずっと激変緩和中にしながら努力をして、ほかの

ところでお金を生み出すと。何ですかね、滞納と

か徴収率を上げるとか、そういった幾つかの提案

をされて、それを頑張ってそこでお金を持って、

そして赤字解消に向けてということで努力されて

いると思うんですが、その点、なぜこのように本
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年度これをふやさなければならないのか、その点

再度聞かせてください。 

 以上です。 

○濱本生活福祉課長兼総務部参事 プレミアム付商

品券の件ですけれども、これはあくまで御本人さ

んに5,000円を支給するのではなくて、２万円の

商品券を買っていただいて、補助が5,000円出る

という販売の形をとった補助制度ということにな

ってございます。 

 そのため、販売当初はどうしても購買というの

がちょっと鈍いということがありまして、当初10

月までの申請期間でしたが、それを12月末まで申

請期間を延長させていただきました。 

 10月までの非課税者の申請件数は6,163名です

けれども、延長期間の間に、結果として1,119名

の方が申請に来られてございます。 

 それとあと、その結果、非課税者の方、子育て

の部分につきましては、こちらのほうからプレミ

アム付商品券の引換券を全員の方に送らせていた

だきましたので、子育て世帯の方につきましては

全員引換券は渡っているかと思います。 

 ただ、非課税の方につきましては、どうしても

申請という前段階の手続がございますので、その

申請をしていただいて、引換券をお渡しするとい

う形になってございますので、その申請率が、先

ほど申し上げました47％ということに、最終的に

はなってございます。 

 この47％の申請率ですけれども、高石市から南

の近隣市に比べますと、47％というのは高いほう

の数字ということになってございます。 

○岡田教育部長 学校施設整備に伴いますところで

ございます。 

 今回の整備としましては、学校の中に高速通信

ができるようなケーブルを敷設し、またＷｉ－Ｆ

ｉポイントのアンテナを設置するというものでご

ざいますが、それに伴う電波の心配はないのかと

いうお問い合わせでございます。 

 今現時点で、そういったところが科学的、医学

的に問題があるというような情報を、私たちもま

た持ってございませんし、一般に言われておりま

せんので、計画としては進めていくというふうに

考えてございます。 

 以上でございます。 

○西村保険年金課長 この国保の繰入金の分につい

ての、なぜふやすのかという件ですけれども、今

まで過去に、そういう形で先ほども言いましたよ

うに、6,000万、5,000万ということだったんです

けれども、平成30年度から広域化が始まりまして、

その中に納付金を納めるという形がありますので、

その部分の納付金に対する財源を確実に確保する

という必要があるためということであります。 

 その納付金の中には、財政安定化支援事業に係

る一般会計からの繰り出し分として算定されてお

りますので、その部分を繰り出しとして、これを

いただくということで、こちらのほうは法定繰り

入れということになっております。 

 当初予算では、今年度令和元年度につきまして

は5,000万の繰り入れを、一般会計のほうからい

ただいていたんですけれども、返還金等もありま

すけれども、当初、黒字を見込んでいたところ

で、5,000万という形の当初予算だったんですけ

れども、実際は赤字であったということも判明し

たこともありまして、国のそういった、先ほど言

いました納付金を納めるためということで、国の

基準どおりの繰り出しを予算化するという形で、

今回要望いたしております。 

 以上です。 

○石谷保育子育て支援課長 待機児童の件ですけれ

ども、年度当初におけます待機児童は、泉南市の

ほうはゼロでございます。ただ、希望の園に入れ

ない御家庭で、年度途中になりましたら、年度末

とかは入れないお子さんは若干いらっしゃいます

けれども、国の基準でいいます待機児童というの

はゼロとなっております。 

 以上です。 

○和気委員 もう１点お聞きしたいんですが、76ペ

ージの児童手当の減となっていますが、これも子

どもの数が減っているからこうなっているのか、

それとも泉南市の方の収入が高くなって、対象者

が少なくなっているのか、その点、また教えてく

ださい。 

 それから、この国保の件なんですが、先ほど説

明いただきましたが、例えばこのままずっと計算

上、普通に正常にしていけば、当然赤字はずっと
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続けていくわけですから、その赤字を続けていく

中でも、このままの、今の泉南市の会計状況から

いけば、一般会計からいけば、6,000万、5,000万

が本当に必然的な状況で、大変な、それでもそれ

を続けながら頑張らなあかんということだと思い

ますが、たまたまミスで黒字になったということ

だけで、緩めた形のものになっているというふう

に思います。 

 この場合、もちろんこの返さなあかん分もあり

ますし、ですけれども、この法定繰り入れという

のは、そのプラスされる部分はもちろん今までの

分、市民の負担、一般会計から入れるわけですか

ら、その辺は大きく、市のこの一般財源に大きく

影響があるというふうに思います。 

 最終的に、大阪府下統一に向けての、この赤字

解消せなあかんからということで、こういう計画

を立てていますが、最終的に今１億何ぼ、10割入

れるとしても、まだ赤字が残るということで、そ

れは府と交渉するということで調整する、そのと

きになってするということで計画もされて提案も

されています。 

 それならば、これだけの一般財源から入れて、

市民に負担をかけるんじゃなくて、せめて6,000

万ずつずっと入れ続けて、もうちょっと延ばして

もらって、令和10年ぐらいまで延ばして、泉南市

のこういう状況やからということですれば、こう

いった一般財源からの繰り入れを急にプラスして

入れる必要はないんじゃないかと思うんですが、

市民のこの暮らしぶり等、その辺についてはどう

なんでしょうか、その点、最後にお聞かせくださ

い。 

○濱本生活福祉課長兼総務部参事 児童手当の減額

の理由ということですけれども、児童手当は新生

児の方から中３までの方に支給させていただいて

いる手当ということになってございます。 

 今回、予測につきましては、中３の方は、もう

次年度から児童手当はなくなりますけれども、今

度逆に新生児の方がふえるんですけれども、その

中３の方が減る数と、新生児の方の数との差が大

きかったという。だから、新生児の方が少なかっ

たということで、これは委員おっしゃるとおり、

児童数の減ということになるかと思います。 

 あともう１点の理由としましては、新規の方、

例えば転入とかされる新規の方につきましては、

やっぱりその見込みがちょっと多く見込んでいた

という、この２つの理由で減額ということになっ

てございます。 

○薮内健康福祉部長兼福祉事務所長 一般会計から

の繰り入れについてでございますけれども、今回、

本来はこの返還金の有無にかかわらず、国民健康

保険の財政安定化事業として行う、これは法定繰

り入れであり、ほとんどの市は全額をそういった

形で繰り入れております。 

 ただし、泉南市の場合は財政上大変厳しかった

ということもありまして、こういう形で４割とか

５割とかいう形にさせていただいておりました。 

 また、今回返還が生じたということで、再度そ

の返還計画等を見直しまして、今回この法定限度

額の満額を繰り入れを行っていきたいということ

で、今回、収支計画を組んだものでございます。 

 申しましたとおり、地方交付税の財政措置がさ

れておるということでございます。確かにこの法

定繰り入れよりも税金ということでということは、

当然認識してございますが、直接的なこの負担と

いうのではないのでということで、お願いしてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○和気委員 今の国保の件でもう一度質問をしたい

んですが、本当に泉南市の財政厳しいということ

やったので４割、５割という形でずっと頑張って、

厳しい中でもこれだけ繰り入れてきたと。 

 将来的には繰り入れはしてはだめということで

最終的になっていますよね。それを目指してとい

うことです。 

 そういうのであれば、本当に厳しい、一般財源

が厳しいというので、続けてきているのに、今回

なぜこういう形で10割も入れないといけないとな

ったら、苦しい苦肉の策で法定では認められると

いうことで言われていても、やはり市民負担とい

うのはあります。 

 そういった違うところでこれを考えないといけ

ないと思いますし、もっと期間を延ばしてもらっ

て、泉南市のほかのいろんなところの財政を守る

ためにも、もっと緩やかに、本当にそれを延ばす
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方法を、府とかに最終判断の中でしたらいいんじ

ゃないかというふうに思います。 

 令和６年度にすると言うていましたよね。その

額が多分まだ赤字が残るということで、その10割

繰り入れてもね。そういうことはどうなんですか。

もっと延ばしてもらうということはできないんで

すか。これだけ泉南市は国保の幅がすごく低いの

で、ずっと入れなあかんと。他市よりも本当に厳

しい状況というのはあるわけですから、その点の

考えを聞かせてください。 

○薮内健康福祉部長兼福祉事務所長 おっしゃると

おり、できるだけ今回の返還金につきましても国

と交渉、府と話しした中で、３年間にわたってと

いうことで一応そうしていただきました。 

 その中で、最終年度、当然計画の中でも令和５

年度にもまだ赤字が残ってございます。これにつ

きましては、いろいろと大阪府のほうとも話をさ

せていただいているんですけれども、私どもとし

たら、大阪府のこの国民健康保険の財政安定化基

金、これをできれば借り入れていきたいという意

向はございますけれども、今現時点で大阪府のほ

うとも、まだこれでオーケーという話は当然、そ

の年の収支状況を最終見た上での貸し付けという

形になりますので、まだ明確には返事はございま

せんが、そういう形で考えてございます。 

 これは無利子で１カ年おいて３年間にわたって

返還ということになります。累計では今赤字がそ

ういう形で発生してございますが、単年度は黒と

いうことで、私どもも見込んでございます。 

 これは当然繰り入れも入りますが、我々自身も

いろんな形で徴収率も含めて、ジェネリックとか

またいろんなことを検討しながら、努力してまい

りたいというふうには考えてございますので、よ

ろしくお願いします。 

 以上です。 

○和気委員 もう結構です。 

○田畑委員長 ほかに。 

○竹田委員 それでは、何点か質問させていただき

ます。もう実は質問したいところが全てダブって

しまいましたんで、それを踏まえて少し質問をさ

せていただきます。 

 まず、今先ほどからプレミアム付商品券のお話

がございました。これは執行率ということなんで

すかね、47％というふうにいただきました。 

 この47％についても、高石市以南では高いほう

なんですよと、そういった説明もあったわけなん

ですが、これは当初から、なかなかやっぱり苦労

しておりまして、全国的にも昨年10月あるいは11

月ぐらいでしたかね、９月ぐらいやったかな、忘

れましたけれども、30％ぐらいというような話が

あって、そして先ほど課長のお話もありましたけ

れども、１カ月延長していただいて対応していた

だいたわけであります。 

 泉南市がまず47％までもってきたという話の中

で、これは行政としては、もともとあった想定内

の執行率というふうな解釈でいいのか。はたまた、

他市と比較して泉南市は少し高いですよという話

があったんですけれども、これについては、泉南

市なりの何か独自の工夫か何かされたのかどうか、

この点についてお伺いをさせていただきたいと思

います。 

 それから、今も和気委員のほうから、国保につ

いてのお話があったわけであります。事前にその

いわゆる返還金を合わせた収支計画をいただいて

いて、これは恐らく所管の委員会、協議会等々で

相当やられているというふうに思うんですが、改

めてお聞きしたいのは、今回のこの収支計画につ

いては、令和元年から令和６年度までということ

で収支計画をしているわけです。 

 先ほど、和気委員のほうから指摘もありました

が、少し長いスパンでというようなことがあった

わけなんですが、現実、返還金の返還年度を見ま

すと、令和２年度、３年度、４年度、この３年間

で返していきなさいよと。 

 国については約３億8,100万、それから府につ

いては約１億1,100万、これだけの金額を返しな

さいということなんですが、この辺ももう少し長

い、いろいろ交渉をされた結果、この３年間で返

しなさいということになったんだろうというふう

に思うんですが、そのあたりの経過を改めてお尋

ねをさせていただきたいと思います。 

 それから、先ほど澁谷委員の質問の中で、自転

車ネットワークの話がありました。これも所管の

協議会か何かで説明されたのかもしれないんです
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けれども、僕もちょっと存じ上げてなかったんで

すが、先ほどこの中で泉南市については、自転車

の使用頻度がちょっと少ないんだというようなお

話もありましたけれども、これは何か根拠等々が

あるのか、その点ありましたらお聞かせいただき

たいなというふうに思います。 

 それから、85ページからの先ほど、これも和気

委員のほうからありました学校施設整備費の、い

わゆる教室、体育館のケーブル設置ということで

す。 

 これはよくわからんかったんですが、これは普

通はインターネット等々の設備をするときに、ケ

ーブルでＬＡＮとして整備をするのか、あるいは

先ほど多分Ｗｉ－Ｆｉの話かなと思うんですけれ

ども、これは改めてどちらの整備をするのか、学

校単位でまた違うのか、一律同じなのか、その辺

をお聞かせいただきたいと思います。 

 それからあわせて、こういう整備をした上で、

今度は当然のことながら、パソコンあるいはタブ

レット、こういったものが１人１台ということで

目標に掲げられているわけなんですけれども、こ

の点については、今後どうされていくのか、改め

てお尋ねしたいと思います。 

 それから、87ページ、中学校の給食提供事業の

お話もありました。今回マイナス500万で出てい

るんですが、どこかで改めて中学校給食について

は、今現在お願いしているところと、そのまま継

続して契約というような話があったなというふう

に思います。 

 当初から異物混入等々、相当そういったことが

問題になったんですけれども、最近はどうなのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

 以上、お願いします。 

○濱本生活福祉課長兼総務部参事 プレミアム付商

品券の47％ですが、これは非課税者の対象者の方

につきましては、子育て世帯と違いまして、こち

らのほうに申請手続というのが前段階であります

ので、その申請率が47％ということで、高石市か

ら南につきましては、泉南市は決して低いほうで

はないということになってございます。 

 それとあと、その47％が想定内かどうかという

ところなんですけれども、実際目標値として何％

いくかというのは、当初泉南市のほうでは決めて

はございませんでした。結果として47％になった

というところでございます。 

 それとあと、泉南市なりの努力ということです

けれども、当初10月まで、これは国のほうの基準

で10月までと当初決められていましたので、10月

の時点で、委員おっしゃったとおり、全国的に平

均が30％ぐらいということなので、国のほうから、

内閣府のほうから延長してくれということで、全

国に呼びかけられまして、12月まで延長させてい

ただきました。その結果が47％ということになっ

てございます。 

 あと、市なりの独自ということになりますが、

額面、２万円で２万5,000円の商品券になります

が、２万円ですと、どうしても高額になりますの

で、額面は4,000円に抑えて5,000円分の商品券を

お渡しするというような形での工夫はさせていた

だきました。 

 それとあと、内閣府からの要請、12月まで申請

期間を延ばしましたので、引換券と商品券を販売

する日数というのは、月に１週間程度を毎月やっ

てございましたが、12月末まで延長しましたので、

翌年１月につきましては、１カ月丸々販売期間を

設けさせていただいたという、この２点が泉南市

なりの工夫になると存じます。 

 以上です。 

○薮内健康福祉部長兼福祉事務所長 私のほうから、

返還の経緯でございますけれども、当然この返還

金が明確に額が確定した時点で、当然一遍には難

しいということで市長は国のほう、厚労省、私は

大阪府のほうに出向きまして、できるだけ長期に

わたっての返還をお願いしたいということで話を

いたしました。 

 大阪府のほうは、当然この返還の年度を分ける

ことはなかなか難しいですが、この３年間にわた

る部分については、できるだけ年度を考えた上で、

そこらあたりは分けた形で返納いただきたいとい

うお話になったものでございます。 

 以上でございます。 

○桐岡教育総務課長 中学校給食の委託業務に係り

ます直近の異物混入の状況でございますけれども、

平成29年度が27件で多かったんですけれども、30
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年度昨年度が11件、今年度は14件というような報

告を受けております。 

 以上です。 

○市川都市政策課長 自転車の分担率ということで

すけれども、平成27年度の国勢調査によりますと、

交通手段分担率というのが、自転車が16％で自家

用車が40％になってございます。 

 もっと細かい京阪神のパーソントリップ調査と

いうのがあるんですけれども、それは来年度また

予定されておるんですけれども、平成22年度の代

表交通手段では、自転車が12.8%で、府下43市町

中で34位という形になってございます。 

 ただ、鉄道駅からの端末移動につきましては、

約30％が自転車を利用されるということで、この

あたりから鉄道駅の駐輪場から帰宅される際の安

全というところもにらみながら、計画を進めてい

きたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○岡田教育部長 学校施設のケーブル等の件でござ

います。 

 今回の国の構想というのは、超高速インターネ

ットを学校で使えるようにしましょうということ

で、ややこしい話ですが、学校の中にあるＬＡＮ

ケーブルを、今現在普及しているものよりもワン

ランク上のものにしましょうと、そういうケーブ

ル自体を新たに入れましょうという、高速対応の

ケーブルを入れましょうと、それが１つ、及び必

要な箇所に無線ＬＡＮのアンテナを置きましょう

という事業となってございます。 

 それから、今後の計画といいますか、パソコン

の端末、１人１台の端末等でございますけれども、

これはＧＩＧＡスクール構想ということで、国が

お示しされておられますので、市としましても、

その方向に沿って１人１台端末に向けて、数年間

かけて取り組んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

○竹田委員 ありがとうございました。ちなみに、

泉南中学校はこういった設備については、去年か

ら開校しておるわけなんですけれども、市内14校

という話がありましたので、当然泉中もこの対象

に今回入っているということなんですかね。 

 要は建設しているときには、こういったネット

ワークというのは整備されていなかったというこ

とになるんですかね。ちょっとその辺の説明をお

願いしたいなというふうに思います。 

 それから、プレミアム付商品券につきましては、

よくわかりました。あと、一応、役所としての業

務は終了しているわけなんですけれども、基本的

に、もともとこのプレミアム付商品券というのは、

昨年の消費税の10％への引き上げに伴って、いわ

ゆる家計への負担、あるいは地域の消費の下支え

ということで、これを実施したわけなんですけれ

ども、その効果というのは、これからなのか、今

はもう出てこなければならないのかわからないん

ですが。 

 この点については、ちょっと今、コロナの影響

もあって、吹っ飛んでいるような状況なんですけ

れども、泉南市としては、当初の所期の目的は達

成されたというふうに見ておられるのかどうか、

改めてお聞きをしたいと思います。 

 それから、国保の関係でありますが、国や府に

働きかけて、この３年間で返しなさいということ

なんですが、改めてお聞きしますが、この計画と

いうのは、まず今回の返還金、そのものをやっぱ

りまず返していくということが趣旨というふうな

捉え方でいいのかどうか、この点について説明を

お願いしたいなというふうに思います。 

 あと、収支計画がいろいろ書かれているわけで

ありますけれども、たしか本会議で山本議員も、

徴収率の向上ということで、これで本当に0.5％

上げることができるのかと、こういった質問もあ

ったわけでありますが、とにかく滞納対策をやり

ましょうと。納付相談やそれから口座振替の勧奨

等を積極的にやっていきましょうと、これでは足

らないんではないかと、こういった指摘があった

わけです。 

 やはり市民の皆さんに説明していく上において

は、こういう徴収率の向上というのは、非常に僕

も大事だというふうに思いますし、このあたりは

それ以上の成果をしっかりと出していく必要があ

ろうかというふうに思うんですが、この点につい

て、改めてお答えをいただきたいと思います。 

 あと、自転車の関係で、数字を披露していただ

いたわけでありますが、自転車も最近、反対にい
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ろいろちょっと問題があったりして、やはり「な

がら運転」であったりとか、保険の加入の問題で

あったりとかあるんですね。 

 だから、そういったことも、きちっとこの計画

策定の中にやっぱり入れていただきたいなという

ふうに思いますし、あわせて大人のほうでは、中

学校のいわゆる自転車通学についてはヘルメット

をかぶりなさいと、こういうふうにして、教委を

通じてかつては補助金も出しながらやったわけで

すね。 

 今も各学校ではそういう指導がきっちりされて

いるということなんですが、今後こういうふうな

自転車ネットワークの計画を策定して、自転車を

活用しましょうというたときに、当然のことなが

ら、やっぱり大人が範を示す意味においては、ヘ

ルメットというような問題も出てくるのかなとい

うふうに思うんですが、こういったことについて

はどんなお考えなのか、お聞かせをいただきたい

と思います。 

 あと、中学校給食については、ただ異物混入に

ついては、まだ完全になくなったと。減りはした

けれども、なくなってはいないということなんで

すが、かつて、ビニール手袋でしたか、衝撃的な

ものも入っておったというような報告もあったん

ですけれども、実際に11件とか14件とかいう話で

ありますけれども、これは髪の毛とか、そういっ

たたぐいになるのか、ちょっと中身、わかってお

ればお示しをいただきたいと思います。 

 以上、お願いします。 

○田畑委員長 職員に今、除菌シートを渡したので、

コロナ対策で気色悪かったら、各自マイクと一緒

に除菌シートを回してください。気色悪かったら

拭いてください。 

○桐岡教育総務課長 それでは、まず泉南中学校の

無線の設備についてですけれども、泉南中学校に

つきましては、情報通信設備については特にパソ

コンルーム等、パソコンを使う部屋を重点的に整

備しておりますので、無線については想定してお

りませんでした。 

 そのため、このたびパソコンルームを含めまし

て、ケーブルのグレードを上げるというふうな部

分と、先ほど部長が説明しましたとおり、アクセ

スポイントの設置について、ほかの中学校と同様

に整備を行うものとなってまいります。 

 それともう１点、中学校給食の異物混入につい

てですけれども、確かに御指摘のとおり、当初に

比べてはちょっと減ってきているんですけれども、

実際には10件前後で推移している状態でございま

す。 

 特に最近直近の例でいいますと、御飯の中に消

しゴムのかすのようなものが入っていたという事

例がありました。 

 それと、御飯の容器のふたの裏に、きのう使っ

たドレッシングの小袋がへばりついていたという

ふうな事例がありますので、そこは、事業者のほ

うに洗浄をちゃんとするということを注意喚起す

るとともに、学校のほうにも、必ず容器の中には

食べたものとかを入れないようにというふうな指

導をしておりまして、基本的には業者さんと中学

校のほうに、両方に注意喚起を行っている状態で

ございます。 

 以上です。 

○濱本生活福祉課長兼総務部参事 プレミアム付商

品券の御質問ですけれども、このプレミアム付商

品券につきましては、基本は国の事業という位置

づけで、実施主体が市町村で行うということにな

ってございます。 

 市町村の業務としましては、２月末で商品券の

有効期間が切れています。あと、３月いっぱいに

つきましては、業者からの換金業務がまだ残って

いますので、３月末で、このプレミアム付商品券

の市の業務が完了となる予定でございます。 

 経済効果につきましてですけれども、基本これ

は国の事業としての位置づけがございますので、

内閣府のほうがこの事業完了後、ちょっと今いつ

になるかは未定ですけれども、効果調査を行うと

いうことの予定になってございますので、泉南市

としても、その効果調査の結果を待っているとい

う状況でございます。 

 以上です。 

○市川都市政策課長 自転車のソフト施策というと

ころでございますけれども、一応教育委員会とも

相談して、中学校のほうでアンケートをしていた

だくというふうな予定もしております。 
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 それから、保険についても加入状況とかアンケ

ートで確認させていただきたいと思ってございま

す。 

 ただ、自転車の特有の問題というのは、歩道を

走っても邪魔になると言われ、車道を走っても邪

魔になると言われている存在ですので、自転車の

存在というのをちょっと明確化していく必要があ

るのかなと。 

 我々都市整備の部局としては、そのあたりから

進めていって、安全の面に関しましては泉南警察

といいますか、警察と相談しながらソフト施策を

どれぐらいやっていけるかというのを相談してい

きたいと、協議会の中でも入っておりますので、

そういう形で進めていきたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

○薮内健康福祉部長兼福祉事務所長 まず、御質問

の今回の返還金の計画化ということでございます

が、国保の会計につきましては、今現在単年度は

黒字ということですが、累積では赤が続いている

という中で、今回の返還金が生じたため、累積赤

字がまた膨大したということで、今後令和６年度

までの最終広域化までに、大幅にその赤字を縮減

する必要があるということで、今回この計画を出

させていただいてございます。 

 国保会計の財政運営の健全化については、当然

国保会計の中で取り組む、まずもって取り組む必

要があると判断しまして、その自主的財源確保の

中で、今回この徴収率のアップは避けて通れない

ものと判断して、今までのこの納付相談、また勧

奨、いろんな形で当然努力した上で、具体的にこ

の客観的なデータに基づいたものでは、今現在ご

ざいませんが、この収支計画の中で目標とさせて

いただいたものです。 

 ただし、これはもう決意だけではできるもので

は、当然ございませんので、そこらあたりは、今

現在いろんなアウトソーシングという話もござい

ましたが、他市の状況とか今ちょっと調査をして

おりまして、目標に向かって頑張っていきたいと

思っております。 

 以上です。 

○竹田委員 もう最後にしたいと思います。 

 濱本課長、プレミアム付商品券、しつこくお聞

きしてすみませんね。一応与党なもんですから、

こういう声があったと、また届けたいなというの

もあってお聞きをさせていただきます。 

 これについては、もう最後ですが、今回、わざ

わざ住民税非課税の方、それから子育て世帯の方

ということで、こういう形で少し絞った形でプレ

ミアム付商品券を実施していったわけですけれど

も、たしか８％のときは結構対象者が広くて、そ

のときは大変だったと思いますけれども、抽せん

までしてやったわけなんですけれども、確かに、

２万円を購入して5,000円ついてくるという、こ

れがプレミアムということなんだろうというふう

に思います。 

 市としては、対象者を広げれば広げるほど、確

かに事務が非常に大変だと思うんですけれども、

通常どっちが効果的やねんというたときに、でき

るだけ対象者はやっぱり広いほうがいいのかなと

いうふうに、我々もそう思うんですが、行政とし

てはこの辺の見解はどうなんでしょうか、最後に

お聞きをしたいなというふうに思います。要は、

以前の商品券と比較してどうなのかというところ

をお尋ねしたいと思います。 

 それから、国民健康保険の話でありますが、今

お話をいただいたわけなんですけれども、この計

画でいくんだということなんですけれども、気に

なるのは、今コロナウイルスですか、こういった

ことで、いわゆるＰＣＲ検査が、これは保険適用

だということで、今後はわからないんですけれど

も、この拡大によっては、こういった検査が相当

数やっぱりやらせてくれませんかと、受けたいん

ですというような話が出てくる可能性もあるのか

なというふうに思うんですね。 

 あと、例えばことしはちょっとそうでもないの

かもしれませんけれども、インフルエンザ、こう

いったことが大流行いたしますと、一気にやっぱ

り保険事業というのは拡大をしていくわけであり

まして、想定外の話がやっぱりいろいろ出てくる

のかなというふうに思うんですけれども、この点

については、いわゆるこの収支計画の見通しとし

ては、どういったふうに見られているのか。 

 確かに、そういったことは余り大流行しないよ

うに、それからできるだけ保険を使ってもらわな
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いほうが、本来はありがたいのかもしれませんけ

れども、これはそやけれども、どうすることもで

きませんし、特に今新型コロナについては、ＰＣ

Ｒ検査がやっぱり保険適用ということで、今後ど

んどんふえていくということになっていきます。 

 そうなると、また収支計画の見直しも必要にな

るのかなというふうに懸念をするわけであります

が、この辺の見解をお願いしたいというふうに思

います。 

 それから、学校給食について、先ほどから消し

ゴムのかすのようなものがあったりとかいう話が

ありまして、これは事業者だけの責任ではなくて、

ひょっとしたら現場でもというような、１つの示

唆かなというふうに思うんですが、しかし、何と

かこういう異物の混入なんていうのは、ないよう

にしていかなければならないんではないかなとい

うふうに、根絶をしていかなければならないのと

違うかなというふうに思うんですね。 

 だから、そういった意味においては、しっかり

現場と連携をとってやりますというような話があ

るわけなんですけれども、できるだけゼロに近く

していただきたいなというふうに思います。 

 あと、ちょっと前だったと思いますけれども、

平成30年度か何かのときに、給食そのもののアン

ケートをたしかとられていたというふうに思うん

ですね。 

 比較的、中学校給食についても、ここで普通と

入れてしまったんで、普通が大変大きかったわけ

なんですけれども、この辺から一定期間を経て、

この中学校給食について、あのときも相当いろん

なことがあって、導入していったんですけれども、

今後、中学校給食そのものを見直すようなものは

何か考えられているのか、どうなのか、この辺が

ありましたらお願いしたいと思います。 

 以上、お願いします。 

○濱本生活福祉課長兼総務部参事 プレミアム付商

品券の対象範囲のことですが、これは基本、国の

事業で、国のほうが制度設計したものになってご

ざいますので、そのときに国のほうから説明を受

けましたのは、国のほうで10月１日から消費税

が10％に上がることに対して、さまざまな国レベ

ルの事業がございます。 

 例えば、幼児教育無償化についてとか、年金生

活者支援給付金の支給とか、軽減税率制度の導入、

住宅ローンとかもろもろ９つぐらいの制度を国の

ほうも実施しておりますので、その中の１つとし

て、今回プレミアム付商品券の事業がございます。 

 この10月１日以降の消費税10％に上がったとき

の事業の中の１つとしての位置づけで、全体を見

渡すんではなくて、特に低所得者層とあと子育て

世帯、特に０から２歳児、これは児童手当につき

ましても、０から３歳児までは１万5,000円とい

うことで高額になっていますので、それだけ特別

に配慮の必要な世帯、子育て世帯ということにな

ります。 

 この２つについて、特に施策を講じる必要があ

るという考え方のもとで、今回、国のほうがプレ

ミアム付商品券を出したものと考えてございます。 

 以上です。 

○桐岡教育総務課長 中学校給食につきましてのア

ンケートでございますけれども、平成30年度に加

えまして、今年度も実施いたしました。 

 その中では、以前御指摘いただきましたとおり、

普通とかいう部分はのきまして、満足、やや満足、

不満、やや不満のこの４つでアンケートをとりま

した。 

 その結果、元年度につきましては、満足、やや

満足を足したプラスのイメージが44.3％、それか

らやや不満、不満を足しますと55.7となっており

まして、ちょっとまだ不満のほうが多いかなとい

うような状態です。 

 ただ、平成28年度と比べますと、満足、やや満

足が32％と、不満、やや不満が67.9というのを見

ますと、毎年ちょっと改善しているのかなという

認識は持っておりますけれども、ただ、満足が少

ないというのは、ちょっとこちらのほうもショッ

クですので、少なくとも逆転するように、できれ

ば８割、９割満足していただけるような取り組み

を進めていきたいと思います。 

 それを受けて、取り組みですけれども、今年度

につきましては、これまでアレルギー対応を希望

している方につきましては、御飯のおかわり、副

食のおかわり等は認めていなかったんですけれど

も、御飯につきましては、アレルギー対応室で調
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理している副食とは違っておりますので、今年度

の２学期からアレルギー対応希望者の御飯のおか

わりを認めるようにはしております。 

 それと、先ほどの異物混入とも関連しますけれ

ども、どうしてもお箸を持参になっておりまして、

お箸を忘れた子が、割り箸を学校のほうから渡す

んですけれども、それを使った子が、御飯の弁当

の入れ物に割り箸を入れて返すことがありました。

それを知らずに洗浄しますと、機械が故障すると

いうのが何回か発生しました。 

 それを受けて、お箸のほうは基本的には全員分、

４月から給食センターのほうから貸与すると。基

本的には、鉛筆のような六角箸を購入しまして、

中学生全員に毎日貸与して使っていただいて、戻

して、また洗うというふうな取り組みを始めよう

としております。 

 以上でございます。 

○西村保険年金課長 今回のコロナの関係で、どう

なるのかということですけれども、今回はそのコ

ロナの関係の検査が保険適用になるということで、

保険に関する給付のほうも、自動的にふえていく

ということになります。 

 その点に関しては、平成30年度から始まりまし

た広域化によりまして賄っていけるということな

んですけれども、そもそも広域化というのは、保

険事業、保険制度を持続可能なものにしていこう

ということで、給付に係りまして医療費給付等の

分につきましては、大阪府全体で面倒を見るとい

うことなので、府が払うという形になります。 

 そのために各市町村については、納付金を府の

ほうに納めると。それをもって保険給付、医療費

給付等を府がまとめて払うので、今回のようにコ

ロナとかで、医療費給付のほうがふえた場合であ

っても、大阪府全体で各皆さん、市町村からの納

付金で賄っていけるということで、特定の市町村

に赤が出ないようにという形で、制度としては持

続可能なものにするためにするということが、今

回の広域化というそもそもの目的というか、もと

であるところにあります。 

 今回そのようにコロナの関係で、給付のほうの

費用がふえましたことによりまして、もちろん納

付金自身が各市町村によって納付金というのは違

うのですけれども、この部分が反映されて、納付

金が年々改定されてふえていくというふうなこと

になります。 

 その納付金を払うためにということで、今回保

険料ももちろん国が設定する標準保険料率も、も

ちろん上がっていくというふうな形になりますの

で、それを各市町村、その標準保険料率で広域化、

令和６年度に統一した後は、それを賦課して、納

付金を払っていくと、そういうふうな形に今後変

わっていきます。 

 その納付金を払うということが、どうしても課

題となっているんですけれども、今回要望させて

いただいているように、この納付金の中に、一般

会計からの繰り入れ分も含まれていますので、こ

の繰り入れが不足することによって、実際、この

大事な納付金を納めることができなくなるという

ことにもつながりかねないということにはなりま

す。 

 それによって、この収支計画ですけれども、こ

の収支計画のもともとの基本は、令和２年度につ

いては、令和２年度の納付金と標準保険料率で見

積もりさせていただいていますけれども、その３

年度以降の分については、令和２年度の標準保険

料率の分で積算と、あと納付金も同じように令和

２年度分で計算させていただいているので、実際

に今後そういう形で納付金、保険料等がふえてき

た場合は、またこの状況は見直し等が必要になっ

てくるんではないかと思います。 

 以上です。 

○竹田委員 結構です。 

○森委員 質問は２つ、単純に申し上げますので、

一発回答していただければ、それで結構です。 

 １つは、歳入のほうの68ページかな、国庫支出

金のこの都市整備のほうの社会資本整備総合交付

金、これがカットされたというか、山上部長の説

明では不採択という言葉を使われたと思うんです

けれども、不採択ではないだろうと。 

 削られてしまったんだろうと、国の都合で、だ

と思うんですけれども、その内容、経緯を御説明

いただいて、これは約6,600万ですから、そのこ

とによる事業への影響をお答えください。 

 それから２つ目は、国保なんですけれども、こ



 

-16- 

れも考え出すと頭がこんがらがってくるんですけ

れども、単純に言います。 

 市長の認識、見解と私の認識が全く違っており

ますので、これは反対せざるを得ないんですけれ

ども、つまりどういうことかというと、私はこれ

は市民負担であると、単純に言うと、繰り入れは。 

 市長は、どうもそうは考えていらっしゃらない

節がある。法定内だから問題はないと。それから、

「この過剰請求返還に及んだ問題については、経

済的損失はないので」という言葉も文章の中にあ

りました。その違いが大きくあるんだろうと思い

ます。 

 その説明は結構ですけれども、私はもう明らか

に、この繰り出しというのは市民負担であると考

えておりますので、そうである以上は、まず、市

民に対してきっちりとした責任、説明責任を果た

していただいて、謝罪をしていただきたいと。そ

れがなければこの議論に入ることはできない。こ

の２点。 

○伊藤都市整備部次長兼道路課長 私のほうから、

歳入の68ページの6,686万5,000円の減額の内容に

ついてですけれども、当初、国への要望額といた

しまして、一応全部事業を進める形の中で１

億3,200万円程度を要望させていただいておりま

す。 

 その中で、国のほうからの内示額といたしまし

て7,600万円程度、うちの市のほうに内示をされ

ているというような状況がございまして、

約5,500万円程度の減額というか、不採択じゃな

しに、そういう形の内示という提示がありました。 

 その中で、事業への影響といたしましては、当

然予定していた事業について、再配分的な形の事

業選択をいたしまして、その中で進められる事業

について進めてきているという状況でございます

ので、和泉砂川駅前と信達樽井線、砂川樫井線の

都市計画事業について、それぞれ交渉事や、いろ

いろな事業進捗の中で、選択しながら事業を進め

ているという状況でございます。 

 以上です。 

○竹中市長 国保の繰入金ですけれども、これは大

阪府への納付金に支払う部分につきまして、今ま

で令和元年度については5,000万の繰り入れをし

ていたわけでございますけれども、これは基本的

には納付金の分につきましては、法定内繰り入れ

であって、10割支出しなさいということで、残額

の6,400万余り、納付金額の繰り入れをするとこ

ろでございます。 

 以前、本会議場でも説明させていただきました

ように、これにつきましては交付税の対象になっ

ておるということと、法定内の繰り入れであると

いうことで、そういう措置をさせていただいてお

りました。 

 あと、これから２年から３年かけて返還をする

予定になってございますけれども、これにつきま

しては、時期は５月か６月ぐらいになろうかと思

いますけれども、市の広報の中に掲載をさせてい

ただきたいというふうに思っております。 

○山上総務部長兼行革・財産活用室長 私のほうで、

本会議で説明させていただいた内容についてです

けれども、今回のこの社会資本整備総合交付金

（都市政策課）こちらの分は自転車ネットワーク

計画策定業務委託料、この分を補助申請しました

が不採択になったという説明をさせていただいた

ところでございます。 

○森委員 ごめん、間違えました。 

○田畑委員長 間違えるときもある。 

○森委員 よく間違えますけれども。 

 市長の答弁、よくわかりました。市民負担はな

いんですね。 

○竹中市長 交付税措置はされておりますので、直

接市の税を投入するということではございません。 

○森委員 市民負担はないんですねと聞いているん

です。 

○竹中市長 交付税で措置はされておりますので、

直接市の税を使うということではないということ

です。 

○森委員 委員長、きちんと答弁してもらってくだ

さい。 

○田畑委員長 今、非常に感情論になりかけている

ので、竹中市長、今、森委員の質問のあったとお

り、その交付税措置されているからというて、こ

の市民負担はないという部分については、もう少

し丁寧に御説明いただきたいというふうに思いま

す。 
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○竹中市長 交付税措置がされているということは、

市民の負担は限りなく少なくなっているというこ

とでございまして、それは確かに一部において市

民への負担というのはあるわけです。ただ、それ

は本来交付税措置されていて、法定内の繰り入れ

をするべきお金を、ほかのところに使っていたか

らこそ、それが市民の負担といいますか、ほかの

事業に使っていたので、その分についての負担が

発生するということでございますので、本来の姿

に戻すということでございます。 

○森委員 違う。全く違う。法定内という解釈が全

く違う。法定内というのは、そこまで目いっぱい

使いなさいということとは違いますよ。最低ここ

で抑えなさいということですよ。 

 もうよろしいよ。 

○田畑委員長 御指摘でいいですか。 

○堀口委員 法定内の話を皆さんしていただいたん

で、法定外の話をお伺いしたいと思います。 

 大阪府に平成30年ですかね、赤字解消激変緩和

措置計画というのを出されています、３月28日。 

 この計画から実際、これはもう法定外の話がず

っと書いてはるんですけれども、法定外について

変更があるのかどうか、お答えいただきたいなと

いうふうに思います。 

 それから、今、竹中市長の答弁もありましたけ

れども、実際にほかに使えていた分が使えなくな

るというところでいけば、実際には市民への影響

というのはかなりあると私はあえて思うので、そ

の辺はちょっと申し添えたいなというふうに思い

ます。 

 あともう１点、駅前整備事業、歳出の83ページ、

和泉砂川駅周辺整備事業費、マイナス8,900万円

とありますけれども、これについて、その辺をも

う１回説明をお願いしたいなと思います。 

○田畑委員長 答弁、誰からいこう。 

○伊藤都市整備部次長兼道路課長 この8,900万円

の減額の分については、地権者との交渉が今年度

ずっと行ってきているんですけれども、これまで

もずっときているんですけれども、交渉の結果、

契約締結に至らなかったということでの減額とな

っております。 

 その内容といたしましては、土地代と建物代と

いうことの減額内容です。 

 以上です。 

○田畑委員長 法定外のあの部分は誰が答えるんや

ろう。 

○西村保険年金課長 こちらは繰り入れの件で、法

定外の繰り入れのお話ですけれども、そもそも法

定外の繰り入れというのは、赤字補塡のための繰

り入れと、あと、今まで行っていました泉南市の

部分でありますと、市の独自減免、この部分につ

いて繰り入れをいただいていたんですけれども、

この部分については、もちろん法定外繰り入れと

いう形になります。 

 ただ、今後広域化の関係で令和６年度、この時

点で大阪府が示す統一の減免に合わせなければい

けないという形で、この独自減免の分についても

検討していかないといけないというところにはな

っています。 

 各市町村がいろいろそういう独自減免等も行っ

ている市もありますので、それにかわる分、今、

大阪府の広域化調整会議のほうで、減免について

いろいろ議論されているところでありますので、

この府の、各市町村がそれぞれ行っている独自減

免との調整という形で議論は進んでいるところで

あります。 

 本市のほうも、できるだけ被保険者の負担が少

なくなるようにということで、要望等も行ってい

るところであります。 

 以上です。 

○堀口委員 これは、独自減免はふえるのか、減る

のか。最終的にその辺をちょっと教えていただき

たいなと。実際に市民への影響というのは往々に

して出てくるんだろうというふうに思うので、そ

の点をお答えいただきたいなというふうに思いま

す。 

 それから、駅周辺整備事業費のほうなんですけ

れども、これはいつから構想に入っているのかと

いうのと、それからいつまでにやるのか。和泉砂

川の駅前自体は、最初、泉陽タクシーの周りを回

るロータリーを１回目に整備して、今回また改め

て整備して、この短期間で２回大きな金を突っ込

んでいるはずなんですよね。 

 ここへまた、今買うことができていない物件に
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対して、また当分塩漬けになるのか、それとも数

年以内にまたやるのかとかというところになると、

これは二重三重の投資になれへんかなというふう

な危惧を覚えております。 

 いずれにせよ、これは地権者等の意向もあるん

でしょうけれども、交渉というのもちょっと迅速

に、いつまでにやるかというのは、ある程度時期

を見据えて、いつ砂樫に接続できるのか。砂樫の

話でいうと、あの片木アルミさんから和泉砂川駅

の手前までとまっている分で、もう既に何年放置

したのかわからへんぐらい長期間放置をされてい

ると。 

 実際に、下舗装というんですか、あれも割れて

きて草が生えてきて、なかなかこれがそのままで

ええんかという議論もあると思います。 

 その辺の議論をしていくと、恐らく片木アルミ

さんのところの踏切のところの整備をどうするの

かから、また砂樫延伸部分のところまでどのよう

にしていくのかと、全体的な話になってくるんで

すけれども、やはりこの和泉砂川の駅前をまずき

っちりやらんと、事業は完結せえへんと思うんで

すよね。 

 道というのは当然全部ずっと続いていますけれ

ども、この事業でいうと、和泉砂川の駅から、あ

の新家の砂樫の延伸部分までが、まず一体やと思

うんですよね。だからこそどっちか片方、今回の

補正で見ると両方ともおくれているという話にな

るので、いつまでにやるのかというの、その辺は

市としてめどが立っているのかどうか、お答えく

ださい。 

○西村保険年金課長 その独自減免の件ですけれど

も、今現在泉南市のほうで行っている独自減免と

いいますのは、保険料の中の所得割の部分に対し

て、非課税世帯に対して所得割の部分を２分の１

減額するという形で、泉南市独自の減免を行って

おります。 

 ただ、先ほども言いましたように、令和６年度

からは府の減免に合わせないといけないというこ

とで、今現在ちょっと調整をしているところが、

その２分の１、50％を今まで減額していたところ

を、段階的に減らしていくということで、今回令

和２年度については、前年度よりも10％減らしま

して40％、続いて年々段階的に減らさせていただ

くので、10％ずつということで、令和３年度

で30％という形に、府の減免のほうにそろえてい

くという形を考えております。 

 しかし、その分御負担がふえるんですけれども、

きのうもちょっと議案のほうでお示しさせていた

だいたように、政令軽減というのが、国から行っ

ています軽減の措置がありまして、その部分につ

いては、きのうちょっと議案で承認していただい

た中で、お一人当たり加算する所得、判定所得の

割合が年々拡大されていっておりますので、その

部分でフォローというか、政令軽減の幅が広がる

ことによって、今後そちらのほうも拡大していく

というふうな形でフォローができるんじゃないか

と思っております。 

 以上です。 

○田畑委員長 次に、伊藤都市整備部次長、ちょっ

と具体な質問もあったので、慎重にお答えくださ

い。 

○伊藤都市整備部次長兼道路課長 地権者との交渉

については、以前からもあったと思うんですけれ

ども、本格的な話として接触していっているのが、

平成27年度ぐらいからだったというふうに感じて

おります。 

 その中で、いろいろあの手この手じゃないです

けれども、前から横から後からという形の中の交

渉をずっと続けてきているんですけれども、なか

なか御高齢ということもございまして、もう考え

方として、いろんなこともございまして、この間、

個人さんの事情もございました。 

 その中で、今もずっと交渉をしてきているんで

すけれども、一定、向こうの方も代理人等も立て

てきているところもございまして、一定、ちょっ

と雪解け的な形で、前には進んできているように

感じております。 

 その中で、私どもの計画といたしましては、令

和３年度末完成をめどに頑張っていきたいと。こ

れは駅前との接続を、そのような形で考えており

ます。 

 全体的な砂樫との関係ですけれども、事業認可

との関係もございますので、令和５年度を目標に

現在取り組んでるというところでございます。 
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 ただ、これから砂樫延伸部分については、橋梁

の工事とか大きな工事を控えておりますので、そ

の辺が、先ほどの社会資本整備総合交付金の内示

関係もございまして、多少なりともおくれる可能

性も出てきているというところでございます。 

 整備工事なんですけれども、一定後戻りしない

ように極力控えた中で、むだのないような形での

整備を検討しながら進めてきているところでござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○堀口委員 ありがとうございます。国保のほうは

法定外繰り入れというのは、国定義、大阪府定義

というのがあるんですよね。累積赤字補塡のため

の法定外繰り入れというのが国定義であるんです

けれども、これは泉南市は考えてはるのかどうか。 

 いわゆる、法定外繰入金というのは大きく分け

て赤字補塡等を目的のものというのと、保険者の

政策によるものという形で、大きく２つに分かれ

ていると思うんですけれども、今回の収支計画を

見ていきますと、その辺も見えてきいへんなと思

うんですけれども、とりあえず10割充当だけで、

真っ赤っかのまま終わらしてしまうんかと。 

 それであれば、先ほど和気委員がおっしゃった

ような、統合の延期というのも１つの選択肢にな

る。これはもちろん大阪府の意向もあるんでしょ

うから、難しいかもわかりませんけれども、真っ

赤っかのまま閉じてしまって、あと借金だけ残る

という形よりは、ましなんじゃないかなというふ

うに思うんですけれども、その辺についての御見

解をお伺いしたいというふうに思います。 

 それから、駅周辺整備事業費についてなんです

けれども、実際にもう平成27年度から本格的にと

いうんであれば、もう既に５年目に入るんですか

ね。その交渉相手が御高齢でという話になると、

なかなか難しい交渉になろうかと。できるだけ早

くまとめていかなあかんとは思うんですけれども、

その辺、令和３年度末を目途に完成ということで

あるならば、ちょっと早目に交渉をしていかなあ

かんのと違うかなというふうに思うんですけれど

も、最悪強制収用等々を考えてはるのかどうか、

その点についてもお答えください。 

○薮内健康福祉部長兼福祉事務所長 まず、私のほ

うから今後最終の広域化、これを延ばしたらどう

かというお話ですけれども、これについては、当

然まだそんな協議とか、そんなことは大阪府から

はまだ示されてございませんが、私のところも含

めまして、なかなか解消が難しいという、他市も

ひょっとしたら出てくるかもわかりませんので、

そのときにはちょっとそういうお話もあるかもわ

かりませんが、今はそういうことは考えず、でき

るだけ令和５年度に解消するという形でいきたい

と思っております。 

 ただ、先ほどもあったように、その時点ではま

だ返還が全部済んでおりません。赤があります。

その部分については、先ほど申し上げました大阪

府とまた協議をさせていただいて、財政安定化基

金等の活用等を考えていきたいというふうには考

えております。 

 私からは、以上です。 

○伊藤都市整備部次長兼道路課長 そうですね、令

和３年度末ということで、先ほどお答えさせてい

ただいたところでございまして、予定といたしま

しては、令和２年度内での交渉完成と、契約締結

をしたいという思いでございます。 

 収用というような形の前に、大阪府ともまた話

をしまして、事業認定等の手法を用いる中で、何

とか前に交渉を進めて締結に持っていきたいとい

うふうな考えでおりますので、最終までの間に交

渉のほうは終わらせたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○西村保険年金課長 その法定外繰り入れの件です

けれども、確かに法定外繰り入れの部分について

は、国定義と大阪府定義というのがございまして、

法定外の繰り入れの国定義と言われます部分の赤

字に対する補塡のための一般会計の繰り入れ、こ

の部分については、今泉南市のほうでは行ってお

りません。法定外に当たる部分はありません。 

 もう１つ、府のほうから示す分については、法

定外繰り入れというのは、先ほど言いましたよう

に、独自減免、現在まだ行っておりますので、そ

れもその部分についての保険料が少なくなること

によって、一般会計からの繰り入れをしていると

いうふうな形の法定外繰り入れは今行っているん
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ですけれども、これも行く行くは大阪府の減免に

合わせていかないといけないということで、段階

的にそろえていくように調整を行っているところ

です。 

 以上です。 

○堀口委員 もう最後、意見だけです。 

 国保のほうはもういいです、答弁を聞いていて

もあれなので、駅周辺整備事業費に関しては、こ

れはさっきも言いましたけれども、二重投資、三

重投資になるんですよ。 

 だから、道路を１回つくって、きれいに舗装し

てでき上がったものを、また潰して、またつくり

直してという形で、確かに今工事が行われていて、

和泉砂川の駅の特に踏切を渡る方については、非

常に行きやすくなったと。 

 ただ、逆に譲り合いがなくなったという話もち

ょっと言うてはる方もいらっしゃいますけれども、

いずれにせよ、そこの買収がきちっと済んで、砂

樫との接続というのがきちっとできてこその事業

やと思うんで、その辺、しっかり交渉のほうに臨

んでいただきたいなと。 

 一応、強制収用する気はないという話やと思う

んですけれども、でも、令和３年度末をめどにと

いうふうにされておられるんであれば、きちっと

それに間に合うように。もちろんその後、片木ア

ルミさんまでの舗装も当然乗っかってくると思う

んで、そこも含めて早急に交渉を進めていただき

たいなと。 

 だから、令和３年度末というんじゃなくて、そ

れよりも早くできるんやったら早くしていただき

たいなというふうに思います。もう意見です、結

構です。 

○山本副委員長 私のほうからは、１つの分野のみ

です。国民健康保険なんですけれども、泉佐野市

がやっている民間委託の話も、ちょっと一般質問

で僕は述べさせていただきました。 

 ここで改めて聞くんですけれども、仮に、泉佐

野市の民間委託というものを参考にした場合、泉

佐野市というのは、いつ国民健康保険の徴収とか

というのは民間委託をして、毎年何％ぐらい上げ

ていったのかというところ。 

 あとは、泉佐野市以外で国民健康保険の徴収事

務に対して、民間委託を行っている自治体がどれ

だけあって、それぞれの民間委託料がどれぐらい

かかっているのか、教えていただきたいと思いま

す。 

○田畑委員長 わかりますか。ギブアップか。ギブ

アップで資料があるんやったら取りにいってほし

いし、なかったらペンディングするし、どうだい。 

○薮内健康福祉部長兼福祉事務所長 申しわけござ

いません。先ほど申し上げましたように、アウト

ソーシング、ちょっと泉佐野市、近隣ではそうで

す。ただ、おっしゃっていますとおり、泉佐野市

は国保だけではなくて、全庁的にやっているとい

うことがございます。 

 今後、ちょっと委員がおっしゃっているところ

も含めて調査をするんですけれども、近隣以外で

もやっているところは、数市あるとは聞いてござ

いますが、私どもの福祉の中でも、今は認定事務

について、アウトソーシング化を図ってございま

す。そこについての効果とか、そこも今現在検証

して、どういったところが委託できるのかという

ところも踏まえて、今現在ちょっと調査していま

すので、申しわけございません。そこの部分につ

いては、今資料の持ち合わせがないということで、

すみません。 

○山本副委員長 はい、結構です。 

 以上です。 

○田畑委員長 もうええんか。何か寂しいな。副委

員長、怒っていますか。大丈夫ですか。（「いい

ですよ」の声あり） 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

○和気委員 今回の補正予算ですが、１点について

納得できないので、反対といたしますが、やはり

国民健康保険は、本当に泉南市においては大変所

得の低い状況の中で低く抑えられて、広域化によ

ってすごくそれを引き上げなあかんと、全て合わ

さなあかんということで、大変苦労もし、担当課

も苦労されているというふうに思います。 

 しかしながら、今回、ずっと今までは繰り入れ

をして、法定内繰り入れで4,000万、5,000

万、6,000万という形で今年度は5,000万だったと

いうふうに思いますが、それを今回この最終的に
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赤字をなくすため、また計算ミスもあって、それ

で今回6,000万円も繰り入れると。そうした

ら、10割、来年度からずっと５年間か６年間の中

で繰り入れると。 

 そうした中でも、やはり赤字は残るということ

で、そのときにまた調整するということで、計画

の中にありますし、そうであるならば、一般市民

に、やはりこれだけの負担をかけているわけです

から、こんなに経済的にも厳しい状況の中では、

泉南市においては、今のまま、現状のままの中で

の繰り入れを5,000万、6,000万の中でしながら、

それをやっぱり最終的に、赤字はもちろん残りま

すけれども、赤字が少しふえるだけですので、そ

の分をちゃんとしっかりと交渉して、やはり市民

負担も緩やかにしていかなかったら、国保も破綻

しますし、市民も守れないと思いますので、そう

いった意味からは、今回の繰り入れのこの計画、

今回の補正予算については反対をいたします。 

○田畑委員長 ほかにございませんか。 

○山本副委員長 反対の討論をさせていただきます。

この国民健康保険に関するところで反対をさせて

いただきます。 

 この国民健康保険の返還金というのは、必ず支

払わなければいけない。必ず返還しなければいけ

ないお金であるということは大前提に置いた上で、

それと等しくして、この財政難を抱える泉南市に

おいて、そのお金をどういうふうに捻出するのか、

一般会計から仮に法定繰り入れ、10割の範囲内だ

としても、一般会計から入れる分には、必ず市民

に対して何らかの説明責任を果たさなければいけ

ないというふうに思っておりました。 

 ですので、12月議会でこの３月議会までに一定

の根拠となる資料とか、こういったものを示して

くれという話をさせていただきまして、今回の議

会で一般質問をしても、具体的な根拠はなく、そ

して数日たったきょうも具体的な根拠はない。き

ょうが最終日やったと思っています。きょうがこ

のお金の、予算の議論をする最終日やった。 

 そこに、しっかりとした根拠を示されなかった

ということが、私の中では一番大きいというふう

に思っています。 

 というのも、0.5％、これを要はその収支計画

の中で徴収率アップをするという根拠が示されな

かったというところが、大きいというふうに私は

思っております。 

 さらに言えば、今回の国保への繰り入れという

ものが、第６次行革計画に定められている想定で

は4,000万円だったというところから、7,000万円

毎年プラスしていって、２億8,000万円の収支の

悪化というふうになることから、当然行革の屋台

骨が崩れているという事実もございます。 

 以上のことから、やはり反対をするんですけれ

ども、まずは数的根拠を示した上で、収支計画を

作成する。その後に、市民に対して財政状況が変

化することや、御負担をお願いしなければならな

い旨を説明する。そのときに市としての責任のと

り方にもちゃんと言及をする。その後に議案を上

程して、この流れが本来とるべき行動だったんじ

ゃないかなというふうに、私は思っております。 

 これでは、やはり市民に対して税金を、やはり

軽く見ているとしか言いようがありませんし、何

よりも前回の問責決議を受けて、何を学んだのか、

本当に軽く捉えているとしか思えませんので、今

回の議案に対しては、反対させていただきます。 

○田畑委員長 以上で本件に対する討論を終結いた

します。 

 これより議案第９号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに賛成の委員の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

○田畑委員長 起立少数であります。よって議案第

９号は、否決されました。 

 次に、議案第10号「令和元年度大阪府泉南市国

民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）」を

議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 

○和気委員 国保会計においての繰り入れの分で、

同じように6,400万4,000円の繰り入れをしていま

すが、この件について、再度お尋ねしたいという

ふうに思います。今後の計画を含めてお聞かせく

ださい。 

○薮内健康福祉部長兼福祉事務所長 ここの繰り入

れにつきましては、先般お示しさせていただいた

収支計画の中にございますとおり、予定といたし

ましては、法定内繰り入れということで、毎年に
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なりますが、１億1,400万4,000円という形で計画

をいたしてございます。 

 以上です。 

○和気委員 そのことによって、市民負担とかとい

うのの影響はどうなのか、その点を聞かせてくだ

さい。 

○薮内健康福祉部長兼福祉事務所長 市民負担への

影響と申しますのは、先ほどから申し上げており

ますとおり、この額については交付税措置をされ

ているということでございますので、直接的な市

民の負担ということはないということで認識して

ございます。 

 以上です。 

○和気委員 交付税措置というのは、これは国保に

この分で全てこれを入れられるということでの交

付税なんですか。それとも全体において入るとい

うことなんですか。その点を聞かせてください。 

○薮内健康福祉部長兼福祉事務所長 これは……、

ちょっとすみません、申しわけございません。も

う一度質問をお願いします。 

○田畑委員長 和気委員、もう１回言うたって。 

○和気委員 この交付税措置というのは、国保だけ

に、国保会計だけにこの分は入るということで定

められているんですか。それとも一般的に全てに

おいての全体的な分で入るということなのか、そ

の点を聞かせてください。 

○赤野財政課長兼行革・財産活用室参事 交付税に

ついては、市の全体の基準財政需要額から収入額

を引いた差額として普通交付税として交付されま

す。その中で基準財政需要額の中に、この今の国

保会計の財政安定化の部分が含まれております。 

 以上です。 

○和気委員 この財政安定化、それを言うたらこの

全て今回の10割を繰り入れている分が、それも含

めて全部泉南市にはおりてくるということなんで

すか。よくわからないので、その玉虫色といつも

言われるんですけれども、それは項目別にはおり

てこないと思うんですが、それはこの部分で全部

使えるんですか、国保に、交付税が。指定されて

くるんですかね。その点だけ聞かせてください。 

○赤野財政課長兼行革・財産活用室参事 その分と

いう決まったものではないんです。差額という形

で普通交付税というのはおりてきますので、それ

用というのではないということです。基準財政需

要額に含まれるという項目になります。 

 以上です。 

○和気委員 結構です。 

○田畑委員長 ほかにございませんか。――――以

上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

○和気委員 反対です。反対するのは、本当に心苦

しいんですが、やはりこの一般会計、この繰り入

れが、やはり影響額もありますし、交付税と先ほ

ど市長も言われていましたけれども、これはもう

全体的な中でのということですので、きちんとこ

れが国保に全部使われると、使ってもいいよと国

から特別におりてくるんだったら賛成できるんだ

けれども、そうではないですので、今回のこの国

保についても反対といたします。 

○田畑委員長 ほかにございませんか。――――以

上で、本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第10号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに賛成の委員の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

○田畑委員長 起立少数であります。よって議案

第10号は、否決されました。 

 次に、議案第11号「令和元年度大阪府泉南市介

護保険事業特別会計補正予算（第５号）」を議題

とし、質疑を行います。質疑はありませんか。―

―――質疑なしと認めます。 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

○山本副委員長 反対です。この議案に対しても、

やっぱり一般会計からの繰り入れの部分が約25万

円ですけれども、入っておりますので、同じく反

対させていただきます。 

○田畑委員長 以上で本件に対する討論を終結いた

します。 

 これより議案第11号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに賛成の委員の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

○田畑委員長 起立の結果、可否同数であります。 
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 ただいま報告いたしましたとおり、可否同数で

あります。よって委員会条例第17条１項の規定に

より、委員長において本件に対する可否を裁決い

たします。 

 本件については、委員長は否決と裁決いたしま

す。よって議案第11号は、否決されました。 

 以上で本日予定しておりました議案審査につき

ましては、全て終了いたしました。委員各位にお

かれましては、慎重なる審査をいただきまして、

まことにありがとうございました。 

 なお、本会議における委員長の報告につきまし

ては、私に一任していただきますよう、お願い申

し上げます。 

 これをもちまして、令和元年度予算審査特別委

員会を閉会いたします。どうもお疲れさまでござ

いました。 

午前１１時５２分 閉会 

（了） 
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